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船舶事故調査報告書 

                        

令和２年１０月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和元年９月３日 ０５時４０分ごろ 

発生場所 青森県六ヶ所村白糠
しらぬか

漁港東方沖 

 白糠港焼山第１東防波堤灯台から真方位１００°１.５海里（Ｍ）

付近 

 （概位 北緯４１°０５.８′ 東経１４１°２５.７′） 

事故の概要  漁船第十二喜
き

栄
えい

丸は、航行中、火災が発生した。 

 第十二喜栄丸は、沈没した。 

事故調査の経過 令和元年９月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十二喜栄丸、４.９２トン  

ＡＭ３－１５６９１（漁船登録番号）、個人所有 

１０.５５ｍ（Lr）×２.４２ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、船内機、２４２.７０kＷ、昭和５２年６月１５日 

４サイクル、回転数毎分２,２００、６気筒、ボア１１７.９mm、使

用燃料Ａ重油、第２１２－７６１４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 昭和５９年２月３日 

 免許証交付日 平成３１年１月１７日 

        （令和６年２月２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関室及び操舵室等上部構造物に焼損、沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、令和元年９月３日０５時３５分ご

ろ、いか
．．

一本釣り漁を行う目的で、白糠漁港を出航し、同漁港東方沖

に向け、主機をふだんどおりの回転数毎分（rpm）約１,６００～１,

７００とし、約７～８ノット（kn）の対地速力で手動操舵によって航

行した。 

船長は、０５時４０分ごろ、異臭がするので不審に思い、減速して
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中立運転とし、右舷側通路の機関室出入口引戸を開けたところ、黒煙

が噴出するとともに過給機付近に火炎を認めた。 

船長は、操舵室に備付けの持ち運び式粉末消火器２本で消火を試み

たが火勢が衰えず、機関が停止するとともに操舵室等に延焼したの

で、消火を断念して船首部に避難し、０６時０５分ごろ携帯電話で僚

船Ａの船長に救援を依頼するとともに海上保安庁に救助を要請した。 

本船の近くでいか
．．

一本釣り漁を行っていた僚船Ｂの船長は、本船か

ら立ち上る黒煙を認めて異変に気づき、操業をやめて救援に向かい、

救命胴衣を着用して飛び込んだ船長を認めたので、救助したのち、０

６時２９分ごろ白糠漁港に戻った。 

本船は、０８時４２分ごろ来援した巡視艇による消火活動が開始さ

れたものの、海上保安庁の職員等が監視する中、０９時０６分ごろ本

事故発生場所付近で沈没した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 本船の平面図及び側面図 

参照） 

 その他の事項 本船は、Ａ重油を燃料とする過給機空気冷却器付４サイクル６シリ

ンダのディーゼル機関が船体後部寄りの機関室の中央に据付けられて

いた。 

本船は、以前から機関室給気ファンが故障していたが、船長が同フ

ァンを排気ファンだと思い、機関運転上の重要機器とは考えていなか

ったので修理を行っていなかった。加えて、排気ガスが漏えい
．．

してい

たものの、空気冷却器の整備が行われていなかった。 

本船の機関は、航海中、‘排気集合管と過給機排気ガス入口部の間

に取り付けられるリードパイプと称する短管’（以下「本件短管」と

いう。）の機関架構側で排気ガスが漏れるので、６～７年前に本件短

管及びガスケットの新替えをしたが、漏れる排気ガスを完全に止める

ことができなかった。 

船長は、本件短管新替え後も複数回本件短管部のガスケットを交換

していたものの、排気集合管の取付け面が熱でひずんでいたので、ガ

ス漏れを完全に止めることができなかった。 

船長は、本事故発生以前から複数の僚船の船長に、排気ガスが黒

く、また、機関室が汚れていると指摘を受けていた。 

本船は、本件短管部付近に舵角指示計用電線及び機関回転計用電線

が敷設されていた。 

本船は、火災探知装置及び自動拡散型消火器はなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、６～７年前から本件短管部から排気ガスが漏れる状態で運
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転が継続され、白糠漁港東方沖を東進中、本件短管部から漏れた排気

ガスが付近に敷設されていた舵角指示計用電線又は機関回転計用電線

に吹きつけられて着火し、出火したものと考えられる。 

本船は、船長が機関室給気ファンの故障及び本件短管部からの排気

ガスが漏れる状態で機関の運転を継続されたことから、給気量の不足

を生じるとともに、漏えい
．．

した排気ガスを過給機が吸引して空気冷却

器に汚損を生じさせ、相乗作用で燃焼不良が進行し、排気ガス温度が

高温化した可能性があるものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、６～７年前から本件短管部から排気ガスが漏れ

る状態で運転が継続され、夜間、白糠漁港東方沖を東進中、本件短管

部から漏れた排気ガスが付近に敷設されていた電線に吹きつけられて

着火したことにより発生したものと考えられる。  

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船舶所有者は、排気ガスが漏れた場合は、早急に修理をするこ

と。 

・船舶所有者は、機関室給気ファンが故障した場合は、早急に修理

をすることが望ましい。 

・船舶所有者は、定期的に空気冷却器の整備を行うことが望まし

い。 

・船舶所有者は、機関室内の適切な場所に自動拡散型消火器又は火

災探知装置などを設置することが望ましい。 
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付図１  事故発生場所概略図 

本事故発生場所 

（令和元年９月３日 ０５時４０分ごろ発生） 

下北半島 

青森県 

六ヶ所村 

白糠港焼山第 1東防波堤灯台 

白糠漁港 
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付図２  本船の平面図及び側面図 

 

機関 

・ ・ ・ 6 5 4 3 2 1 

・ ・ 

燃料タンク 

燃料タンク 

煙突 

バッテリ 

バッテリ 

持運び式粉末消火器 

持運び式消火器 
覗き窓 

予備燃料タンク 

出入口 
スライドドア 

操舵室 

スライドドア 
出入口 

船首 

漁具入れ箱 

いか箱 いか箱 いか箱 

機関 

機関室出入口（スライドドア） 

過給機 

煙突 

排気集合管 

本件短管 

吸気管 

空
気
冷
却
器 

機関室給気ファン 


